
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．５５  ２００８年０６月０４日 

 

（台湾）電子出願システム導入について 

 

 

記 

経済部知的財産局では、２００８年８月２６日（予定）より商標、特許（実用新案・意匠）の手続きに 

ついて、インターネットを利用した出願手続きを受付ける電子出願システムが導入されます。 

それに伴い、電子出願の場合は公費の減額があり、商標登録出願は新台湾貨幣３００元 

（現在レートで日本円約１，０５０円）、特許出願（実用新案登録出願、意匠出願）は新台湾 

貨幣６００元（現在レートで日本円約２，１００円）の減額が受けられます。 

 

以上 
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